
■図表５-11　福祉・教育等の連携による発達障害への支援

資料： 厚生労働省
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■図表５-12　発達障害者支援センター運営事業

資料： 厚生労働省

厚生労働省

都道府県・指定都市

発達障害者支援センター
（67都道府県、政令市で設置）

（体制）
・管理責任者
・相談支援担当職員
・発達支援担当職員
・就労支援担当職員

発達障害児（者）・家族

関係機関
児童相談所、知的障害者更生相談所、福祉事務所、
保健所、精神保健福祉センター、
医療機関障害児（者）地域療育等支援事業実施施設、
児童発達支援センター、障害児入所施設、教育委員会、
学校、幼稚園、保育所、公共職業安定所、
地域障害者職業センター、
障害者就業・生活支援センター等

補助

直接実施又は委託（社会福祉法人等）
※医療法人、地方独立行政法人も可

連携
・調整会議や機関コンサルテーション
・発達障害者支援センター連絡協議会の開催
・障害者総合福祉法第８９条協議会への参加

支援

・相談支援（来所、訪問、電話等による相談）
・発達支援（個別支援計画の作成・実施等）
・就労支援（就労に向けての相談等）
　※対象：発達障害児（者）のみ

研修（関係機関、民間団体等への研修）

地域住民普及啓発（関係機関、民間団体等への研修）

15,903 
30,749 38,023 45,135 

51,081 57,236 
63,421 67,971 68,57168,438

H17 H18 H19 H26H25H24H23H22H21H20

相談支援・発達支援・就労支援全体の推移
実支援件数

発達障害者支援センター運営事業

障害者総合支援法第78条に規定される都
道府県地域生活支援事業のうち、「専門
性の高い相談支援事業」として実施

都道府県が別途配置する
「発達障害者地域支援マ
ネジャー」と緊密に連携
する

③　支援手法の開発と情報発信
　平成19年度から、発達障害者を支援するた
めの支援手法の開発、関係する分野との協働
による支援や切れ目のない支援等を整備する
ための「発達障害児者支援開発事業」（モデ
ル事業）を実施している。平成28年度は、既
存のテーマである行動障害・二次的障害の予
防・改善のための支援手法の開発に加えて、
新たに地域で暮らす発達障害者に困り事が生
じた時に、発達障害者の特性を理解した上で
地域や関係機関において適切な対応が行われ
るための支援手法の開発を行うこととしてい
る。また、国立障害者リハビリテーションセ
ンターに「発達障害情報・支援センター」を
設置し、発達障害に関して一般の方への啓発
を行うとともに、発達障害者支援に必要な国
内外の情報や最新の研究成果等を集約し、発

達障害のある人やその家族、及び支援関係者
等に役立つ情報について、ホームページなど
を通じて発信している。
④　発達障害の早期支援
　平成23年度から、発達障害等に関して知識
を有する専門員が保育所等を巡回し、施設の
職員や親に対し、障害の早期発見・早期対応
のための助言などの支援を行う「巡回支援専
門員」の派遣に対し財政支援を行い、地域に
おける発達障害者に対する支援体制の充実を
図っている。
⑤　人材の育成
　平成28年度は、発達障害における早期発見・
早期支援の重要性に鑑み、最初に相談を受け、
又は診療することの多い小児科医などのかか
りつけ医等の医療従事者に対して、発達障害
に関する国の研修内容を踏まえた対応力向上
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